記入日：　年　月　日

第９回あいちサービス大賞応募用紙

１　会社概要
	ふりがな
	

	法人名・商号
	

	ふりがな
	

	代表者職・氏名
	

	住所
	〒


	電話番号
	
	ＦＡＸ
	

	E-mail
	

	設立年月日
	（西暦）年　　月　　日
	資本金
	　　　　　　　万円

	企業業種
	

	応募サービス
業種
	

	企業理念・社是
	

	ＵＲＬ
	

	担当者連絡先
	所属
	

	
	住所
	〒


	
	氏　名
	

	
	電　話
	

	
	F A X
	

	
	E-mail
	


※１０ポイント以上で記入してください。
２　業績の概要
　　応募サービスの開始前後３期間（応募サービス開始前年度・応募サービス開始年度・応募サービス開始翌年度）及び直近の決算書等の数値を記入してください。（千円未満　四捨五入）
　　
あわせて、当該年度の決算報告書（個人事業主の場合は青色申告書又は白
色申告書）を提出してください。内訳書は不要です。

	決算期
	サービスの開始前年度
	サービスの開始年度
	サービスの開始翌年度
	直近

	
	年　月期
	年　月期
	年　月期
	年　月期

	売上高
　　　（全体）　①
	千円
	千円
	千円
	千円

	売上高
(応募サービス分）②
	千円
	千円
	千円
	千円

	営業利益
　　　（全体）　③
	千円
	千円
	千円
	　 千円

	営業利益
(応募サービス分）④
	千円
	千円
	千円
	千円

	利益率（全体）
③/①
	　％
	％
	％
	％

	利益率（応募サービス分）④/②
	％
	％
	％
	％

	経常利益
	千円
	千円
	千円
	千円

	人件費
	千円
	千円
	千円
	千円

	従業員数
	正規
	　　　　　人　　　　　
	　　　　　人　　　　　
	　　　　人
	　　　　人

	
	非正規
	　　　　　人　　　　　
	　　　　　人
	　　　人
	　　　人



※応募サービス分の売上高や営業利益について、表への記入が困難な場合は、次ページにその理由と、当サービスが会社の売上や利益率にどれだけ貢献しているかを具体的に記載してください。




※　表への記入が困難な場合に記入
	




３　サービスの概要
	（１）サービスの題名
	

	（２）サービスの実施期間
	開始：



（３）サービスを端的に一言で説明してください。（100字以内）
	[bookmark: _Hlk136359455]



（４）サービスが分かる写真を添付してください。（２枚まで）
	
	


４　サービスの内容
（１）このサービスを始めたきっかけ（現状と課題）とサービスの内容を具体
的に説明してください。　　　　　　　　 （Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む）
	



































（２）このサービスの提供が貴社の生産性に与えた効果※について、数値を用
いてその内容を具体的に説明してください。
　　　※効果の例　新規顧客の増加、商圏の拡大、顧客満足度の向上、価値や品質の見える化などによる売上向上やサービス提供プロセスの改善、IT利活用などによるコスト削減　　　　　 （Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む）
	


（３）このサービスの新規性（他に先駆けて始めたサービスである）、独自性
（他にないサービスである）について具体的に説明してください。
    　（Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む）
	


（４）このサービスの自社の事業としての将来性・発展性や今後の展開につい
て、具体的に説明してください。　　　　   （Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む）
	


（５）他の事業者への波及効果（他の事業者に広く応用・展開できる、他の事
業者の参考となる）について、具体的に説明してください。　
（Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む）
	


（６）このサービスによってもたらされる社会や地域に対する影響※につい
て、具体的に説明してください。
　  ※働き方改革、直接的・間接的な雇用の創出、地域経済の活性化、社会的課題の解決など 　　　　　　　　　  　(Ａ４サイズ１ページ以内　図表含む)
	


５　注意事項
（１）記入欄の大きさは変更してかまいませんが、１項目につきＡ４サイズ１ページ以内となるように記入してください。
（２）必要に応じて、サービスの概要がわかるパンフレット等があれば添付してください。
（３）提出された応募書類（最終審査までに提出された書類）は返却しません。
（４）提出された応募書類に不備がある場合、審査対象から除外する場合があります。
（５）提出された個人情報は、本賞の審査・運営に関する目的で事務局及び審査委員に提供します。上記目的以外の用途には使用しません。
（６）表彰後に重大な法令違反や行政処分、本賞の受賞に相応しくない事象などが発覚した場合は、受賞を取り消すことがあります。
（７）受賞者には受賞発表後、イベント等での講演や、本賞の広報・PR等への協力をお願いすることがあります。
1

